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温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度の概要01



温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度とは

1. 制度の概要

– 2005年（平成17年）、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）の改正により
2006年（平成18年）4月から施行

– 温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量の算定・国への報告を
義務付け、国が報告されたデータを集計・公表する制度

2. 制度のねらい

– 排出者自らが排出量を算定することによる自主的取組のための基盤の確立

– 情報の公表・可視化による国民・事業者全般の自主的取組の促進・気運の醸成

01 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 参照先：マニュアル第Ⅰ編



算定・報告から公表までの流れ

01 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要

※ 排出量の増減理由や排出削減の取組内容など、排出量に関連する情報も任意で報告可能。

※ 特定排出者は、自身の排出量が公表されることで自身の権利利益が害される恐れがあると思料する場合は、事業所管大臣に権利利益の保護を請求することが可能。

※ 報告義務違反又は虚偽報告に対しては罰則。

対象となる事業者（特定排出者）は、
自らの前年度の排出量を算定し、自ら
が行う事業を所管する大臣に報告

特定排出者

一定量以上の温室効果ガス
を排出する事業者
（公的部門を含む）

※温室効果ガスを一定量以上
排出する事業所（特定事業所）
を持つ場合は、当該事業所の
排出量も算定・報告

算定 報告
公
表

事業所管大臣は、報告
された情報を環境大臣・
経済産業大臣（制度所管
大臣）に通知

環境大臣・経済産業大臣は、
通知された排出量とその
関連情報を公表

事
業
所
管
大
臣

経
済
産
業
大
臣

環

境

大

臣

通知 集計

事
業
者
、
投
資
家
、

金
融
機
関
、

自
治
体
、
国
民
等

閲覧

参照先：マニュアル第Ⅰ編



算定する排出量の種類

◆ガス別の温室効果ガス算定排出量（基礎排出量）

– 自らの事業活動に伴い、直接的又は間接的に排出した温室効果ガス排出量

◆調整後温室効果ガス排出量（調整後排出量）

– 基礎排出量を基本とし、クレジットの無効化量等を考慮し調整した温室効果ガス排出量

01 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 参照先：マニュアル第Ⅱ編



エネルギー起源二酸化炭素 （エネルギー起源CO2）

非エネルギー起源二酸化炭素 （非エネルギー起源CO2）

メタン （CH4）

一酸化二窒素 （N2O）

ハイドロフルオロカーボン類 （HFC）

パーフルオロカーボン類 （PFC）

六ふっ化硫黄 （SF6）

三ふっ化窒素 （NF3）

報告対象となる温室効果ガス

01 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要

6.5ガス

エネルギー起源
二酸化炭素以外の
温室効果ガス

温室効果ガスの種類

参照先：マニュアル第Ⅱ編



温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度の対象者02



報告の単位

1. 基本的事項

– 排出量は、事業者（法人）単位で算定・報告。

     ※特定事業所がある場合は、特定事業所単位の算定・報告も合わせて行う。

– フランチャイズチェーンは１事業者（連鎖化事業者）とみなす。

2. 地方公共団体が実施する事業の場合

– 地方公共団体に設置している一部の工場・事業場の資産管理等を

各種法令に基づき首長以外の者が行っている場合には、

当該地方公共団体とは独立した別事業者として、それぞれが事業者となり、算定・報告。

02 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者 参照先：マニュアル第Ⅱ編



報告が必要な対象者（特定排出者）の種類

02 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者

温室効果ガスの種類 算定対象者

エネルギー起源CO2

特定事業所排出者

特定輸送排出者

エネルギー起源CO2以外の
温室効果ガス（6.5ガス）

特定事業所排出者

参照先：マニュアル第Ⅱ編



温室効果ガスの種類 算定対象者 対象となる条件の概要

エネルギー起源CO2

特定事業所排出者
省エネ法で指定されている
または エネルギー使用量が
原油換算1,500kl/年以上

特定輸送排出者
省エネ法で

指定・認定されている

エネルギー起源CO2以外の
温室効果ガス（6.5ガス）

特定事業所排出者

従業員21人以上 かつ
対象となる各ガスの
排出量が3,000tCO2/年以上
（ガスごとに報告要否を判定）

報告が必要な対象者とその条件

02 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者 参照先：マニュアル第Ⅱ編



特定事業所排出者に該当するかの判断フロー（エネルギー起源CO2）

02 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者

*1 以下のいずれかに該当する事業者

・省エネ法の特定事業者又は特定連鎖化事業者

・省エネ法の認定管理統括事業者又は管理関係事業者のうち、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者

（省エネ法の特定事業者等の定義に関しては、資源エネルギー庁の省エネポータルサイトをご参照ください。）

事業者全体の報告

Yes

特
定
事
業
所
排
出
者

報告対象
省エネ法定期報告書により報告

報告対象
省エネ法定期報告書により報告

報告対象外

事業者全体及び特定事業所ごとの報告

事業者全体の報告

事業者全体及び特定事業所ごとの報告

Yes

Yes
Yes

No

NoNo

No

省エネ法のエネルギー
管理指定工場を設置

省エネ法の特定事業者等*1

事業者全体の原油換算
エネルギー使用量合計が
1,500kl/年以上

原油換算エネルギー使用
量が1,500kl/年以上と
なる事業所を設置

報告対象
温対法報告書により報告

報告対象
温対法報告書により報告

参照先：マニュアル第Ⅱ編



特定輸送排出者に該当するかの判断フロー（エネルギー起源CO2）

02 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者

特
定
輸
送
排
出
者

報告対象
省エネ法定期報告書により報告

報告対象外

Yes

No

省エネ法の特定輸送事業者等*2

参照先：マニュアル第Ⅱ編

*2 以下のいずれかに該当する事業者
・省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者、又は特定荷主
・省エネ法の認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者のうち、輸送能力の合計が300両以上の貨客輸送事業者
・省エネ法の認定管理統括荷主又は管理関係荷主のうち、貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が3,000万トンキロ/年以上の荷主
（省エネ法の特定輸送事業者等の定義に関しては、資源エネルギー庁の省エネポータルサイトをご参照ください。）



特定事業所排出者に該当するかの判断フロー（6.5ガス）

02 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者

特
定
事
業
所
排
出
者

報告対象
温対法報告書により報告

報告対象
温対法報告書により報告

報告対象外

事業者全体及び

特定事業所ごとの内訳を報告

事業者全体を報告

Yes

No

No

Yes Yes

No

事業者全体で
従業員数21人
以上

算定の対象となる
事業活動が行われており、
6.5ガスのいずれかの
ガスの事業者の排出量
合計がCO2換算で
3,000tCO2/年以上

算定の対象となる
事業活動における
6.5ガスのいずれかの
ガスの排出量がCO2換算
で3,000tCO2/年以上
の事業所を設置

参照先：マニュアル第Ⅱ編



報告内容03



報告内容

03 報告内容 参照先：マニュアル第Ⅲ編

対象 主な記載事項 主な記載事項

6.5ガスの報告対象者
（必須）

• 基本情報（事業者名、住所、代表者氏名、特定排出者コード等）
• 事業内容とその事業（業種）ごとの事業コード
• ガス別等の温室効果ガス算定排出量（基礎排出量）
• 調整後排出量とその算定に用いたクレジット等の詳細
• 多くの温室効果ガスを排出する事業所がある場合、その事業所ごと

の詳細（別紙）

温対法
様式第１

省エネ法の指定事業者
（必須）

• 温対法様式第１と同様の内容
• 都市ガス・電気・熱等からの排出量の算定に用いた係数
• 省エネ法での指定の種類に応じた報告書を提出

省エネ法
定期報告書

一部ガスの排出量を
非公表にしたい場合

（任意）

• 非公表としたいガスの名称及びその排出量
• 権利利益が害される恐れがあると考えられる理由
• その根拠となる事実

温対法
様式第１の２

排出量に関連して、
様々な情報を報告したい場合

（任意）

• 温室効果ガス排出量やその原単位の増減の状況
• 省エネ、再エネ等、排出量削減に関し実施した措置
• サプライチェーン排出量、削減貢献量とそのための取組
• 第三者保証等、データの信頼性向上に関する情報
• 気候変動関連の目標、計画、情報開示に関する情報

温対法
様式第２



公表方法04



集計結果の公表

04 公表方法



◆ 最新の制度

◆ 制度改定に向けた議論の状況報告

◆ 詳細な算定・報告マニュアル

算定報告公表制度 検索

算定・報告・公表制度Webサイト



◆ 略称：GVCヘルプデスク

GVCヘルプデスク 検索

お問い合わせ

グリーン・バリューチェーンヘルプデスク
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